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(57)【要約】
【課題】　デジタル顕微鏡における診断の効率を向上で
きる画像表示装置等を提供すること。
【解決手段】　病理スライド画像に関する情報に基いて
、病理指標カーソルを単数又は複数表示する表示合成部
を有する表示制御部を備える画面表示装置；病理スライ
ド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数
又は複数表示するカーソル表示部を有する画像表示制御
部を備える画面表示システム；病理スライド画像に関す
る情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表示
する表示合成部を有する画像表示制御部を備える画面表
示システムを有する顕微鏡システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表示する表
示合成部を有する表示制御部を備える画面表示装置。
【請求項２】
　前記表示合成部が、病理スライド画像の表示倍率に応じて病理指標カーソルの大きさを
変更する請求項１記載の画像表示装置。
【請求項３】
　前記表示合成部は、癌の病期分類に応じて病理指標カーソルを点滅及び／又は色変更す
る請求項２記載の画像表示装置。
【請求項４】
　前記表示合成部は、回転及び／又は移動可能な病理指標カーソルを表示する請求項２記
載の画像表示装置。
【請求項５】
　前記表示合成部は、病理スライド画像、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標
リストを表示する請求項３記載の画像表示装置。
【請求項６】
　前記癌指標リストが、癌侵襲距離データ、癌侵襲面積データ、癌深達度データ、癌染色
データ、核／細胞質比データ、癌原因微生物数データ、癌ステージ分類データから選ばれ
る１種又は２種以上のものである請求項５記載の画像表示装置。
【請求項７】
　前記画像表示装置は、さらに、前記病理スライドに関する情報に基いて癌指標リストデ
ータを取得するデータ応答部を有する情報提供装置から送信された、病理スライド画像に
関するデータ、癌症例データ及び癌指標リストデータを前記表示制御部が処理し、病理ス
ライド画像及び癌指標リストを表示する請求項１記載の画像表示装置。
【請求項８】
　前記情報提供装置は、さらに、病理スライド画像に関するデータ、これに対応する癌症
例データ及び癌指標リストデータを保持する情報保持部を備え、
　前記データ応答部は、病理スライド画像に関する情報を元に、前記情報保持部から、当
該病理スライド画像に関するデータ、その癌症例データ及び癌指標リストデータを取得し
、前記表示制御部に送信する請求項７記載の画像表示装置。
【請求項９】
　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表示する表
示合成部を有する画像表示制御部を備える画面表示システム。
【請求項１０】
　前記画像表示システムは、さらに、病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例デ
ータ及びその癌指標リストデータを取得するデータ応答部を有する情報提供装置を備える
請求項９記載の画像表示システム。
【請求項１１】
　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表示する表
示合成部を有する画像表示装置を備える画面表示システムを有する顕微鏡システム。
【請求項１２】
　前記顕微鏡システムは、さらに、病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例デー
タ及びその癌指標リストデータを取得し、前記画像表示装置に送信するデータ応答部を有
する情報提供装置を備える画像表示システムを有する請求項１１記載の顕微鏡システム。
【請求項１３】
　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表示する画
像処理方法。
【請求項１４】
　病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例データ及びその癌指標リストデータを
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取得すること、
　当該癌症例データ及びその癌指標リストデータに基づき、病理スライド画像、前記病理
指標カーソルを選択するための癌指標リストを表示することを有する請求項１３記載の画
像処理方法。
【請求項１５】
　前記癌指標リストから選択された病理指標カーソルを単数又は複数表示する請求項１４
記載の画像処理方法。
【請求項１６】
　前記病理スライド画像に関する情報を元に、当該病理スライド画像に関するデータに対
応する癌症例データ及びその癌指標リストデータを取得する請求項１４記載の画像処理方
法。
【請求項１７】
　病理スライド画像に関する情報に基いて、これに対応する癌症例データ及びその癌指標
リストデータを取得し、送信する情報提供機能と、
　前記癌指標リストデータに基づき、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標リス
トを表示する画像表示機能と、
を画像表示装置に実行させるプログラム。
【請求項１８】
　病理スライド画像に関するデータ、これに対応する癌症例データ及びその癌指標リスト
データを保持し、
　病理スライド画像に関する情報に基いて、これに対応する癌症例データ及びその癌指標
リストデータを取得し、送信する情報提供機能と、
　前記癌指標リストデータに基づき、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標リス
トを表示し、
　さらに当該癌指標リストから選択された病理指標カーソルを単数又は複数表示する画像
表示機能と、
を画像表示装置に実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、顕微鏡により撮像された画像を表示する画面表示装置、画面表示システム、
画像処理方法及びプログラム、並びに症例診断の効率を向上できる顕微鏡システムに関す
る。より詳しくは、デジタル顕微鏡における症例の診断の効率を向上する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療、病理、生物及び材料等の分野において、広視野かつ高倍率の顕微鏡観察画像を得
るための、デジタル顕微鏡により観察対象領域を分割撮像し、得られた複数の部分画像を
繋ぎ合わせる技術が用いられている。この技術を用いたバーチャル顕微鏡システムは、得
られた顕微鏡観察画像を、ユーザが任意の位置を任意の倍率で表示させることができ、ま
たネットワークを介して離れた場所で表示させることもできる。このようなことから、病
理診断における組織・細胞検査用途で特に注目されている。
【０００３】
　従来、医療機関等のユーザの利便性向上のため、表示部に、顕微鏡観察画像と共に各種
情報を表示する技術が提案されている（特許文献１参照）。
　特許文献１に記載の病理診断システムでは、染色標本画像（顕微鏡観察画像）の他に、
要診断領域等が表示され、ユーザは、表示部で表示されている顕微鏡観察画像と併せて要
画像診断領域を適宜修正しながら、病理診断を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特許文献２０１１－１８１０１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述した従来のバーチャル顕微鏡システムでは、ユーザ自身が、表示部
で表示される画像診断領域を最終的に適切なものに修正する判断を行い、また病理診断も
行なっている。このような実状ではユーザにとって最も重要な症例判断を行う際の情報が
不足しており、また症例判断を行うための情報を取得する又は操作するために別の煩雑な
画面上の操作が要求される。すなわち、デジタル顕微鏡における診断の作業効率を向上で
きているとは言い難い。
【０００６】
　そこで、本開示は、デジタル顕微鏡における診断作業を向上させることが可能な顕微鏡
により撮像された画像を表示する画面表示装置、画面表示システム、顕微鏡システム、画
像処理方法及びプログラムを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　すなわち、本開示の画面表示装置は、病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指
標カーソルを単数又は複数表示する表示合成部を有する表示制御部を備える。
　前記表示合成部が、病理スライド画像の表示倍率に応じて病理指標カーソルの大きさを
変更してもよい。
　前記表示合成部は、癌の病期分類に応じて病理指標カーソルを点滅及び／又は色変更し
てもよい。
　前記表示合成部は、回転及び／又は移動可能な病理指標カーソルを表示してもよい。
　前記表示合成部は、スライド画像、前記カーソルを選択するための癌指標リストを表示
してもよい。
　前記癌指標リストが、癌侵襲距離データ、癌侵襲面積データ、癌深達度データ、癌染色
データ、核／細胞質比データ、癌原因微生物数データ、癌ステージ分類データから選ばれ
る１種又は２種以上のものででもよい。
【０００８】
　さらに、前記病理スライド画像に関する情報に基いて癌指標リストデータを取得するデ
ータ応答部を有する情報提供装置から送信された、病理スライド画像に関するデータ、癌
症例データ及び癌指標リストデータを前記表示制御部が処理し、病理スライド画像及び癌
指標リストを表示してもよい。
　前記情報提供装置は、さらに、病理スライド画像に関するデータ、これに対応する癌症
例データ及び癌指標リストデータを保持する情報保持部を備える。また、前記データ応答
部は、病理スライド画像に関する情報を元に、前記情報保持部から、当該病理スライド画
像に関するデータ、その癌症例データ及び癌指標リストデータを取得し、前記表示制御部
に送信してもよい。
【０００９】
　本開示の画面表示システムは、病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カー
ソルを単数又は複数表示する表示合成部を有する画像表示制御部を備える画面表示システ
ムを備える。
　さらに、病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例データ及びその癌指標リスト
データを取得するデータ応答部を有する情報提供装置を備えてもよい。
【００１０】
　本開示の顕微鏡システムは、病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソ
ルを単数又は複数表示する表示合成部を有する画像表示装置を備える画面表示システムを
有する。
　さらに、病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例データ及びその癌指標リスト
データを取得し、前記画像表示装置に送信するデータ応答部を有する情報提供装置を備え
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る画像表示システムを有してもよい。
【００１１】
　本開示の画像処理方法は、病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソル
を単数又は複数表示する。
　病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例データ及びその癌指標リストデータを
取得すること、当該癌症例データ及びその癌指標リストデータに基づき、病理スライド画
像、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標リストを表示すること、でもよい。
　前記癌指標リストから選択された病理指標カーソルを単数又は複数表示することでもよ
い。
　前記病理スライド画像に関する情報を元に、当該病理スライド画像に関するデータに対
応する癌症例データ及びその癌指標リストデータを取得することでもよい。
【００１２】
　本開示のプログラムは、病理スライド画像に関する情報に基いて、これに対応する癌症
例データ及びその癌指標リストデータを取得し、送信する情報提供機能と、前記癌指標リ
ストデータに基づき、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標リストを表示する画
像表示機能と、を画像表示装置に実行させる。
　病理スライド画像に関するデータ、これに対応する癌症例データ及びその癌指標リスト
データを保持し、病理スライド画像に関する情報に基いて、これに対応する癌症例データ
及びその癌指標リストデータを取得し、送信する情報提供機能と、前記癌指標リストデー
タに基づき、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標リストを表示し、さらに当該
癌指標リストから選択された病理指標カーソルを単数又は複数表示する画像表示機能と、
を画像表示装置に実行させてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本開示によれば、デジタル顕微鏡における診断の作業効率を向上させることが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の第１の実施形態の顕微鏡システムの概要を示す図である。
【図２】図１に示すデジタル顕微鏡１の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１に示す情報処理装置２の構成例を示すブロック図である。
【図４】図１に示す情報提供装置（サーバ３）の構成例を示すブロック図である。
【図５】図１に示す画像表示装置４の構成例を示すブロック図である。
【図６】スライドＩＤ／症例データ保持部３３２による癌症例リストの画像表示装置４へ
の各種データの送信を示すフロー図である。
【図７】「スライドＩＤ－癌症例リスト」の一例が表示部４１に表示された状態を示す図
である。
【図８】「癌の症例－癌指標リスト」の一例が表示部４１に表示された状態を示す図であ
る。
【図９】「病理スライド画像ａ」、「癌指標リストｂ」、「病理指標カーソルｃ」が表示
部４１にカーソル形式にて表示された状態を示す図である。
【図１０】「病理スライド画像ａ」、「癌指標リストｂ」、「病理指標カーソルｃ」が表
示部４１に矢印形式にて表示された状態を示す図である。
【図１１】病理スライド画像（合成画像）に関するデータ選択／癌指標リストデータ取得
部による各種データの取得を示すフロー図である。
【図１２】病理スライド画像（合成画像）に関するデータ選択／癌指標リストデータ取得
部による各種データの取得及びデコードを示すフロー図である。
【図１３】スライド画像データ選択／デコード部による合成画像に関するデータの取得及
び合成画像のデコードを示すフロー図である。
【図１４】病理指標カーソルを表示するためのフロー図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本開示を実施するための形態について、添付の図面を参照して詳細に説明する。
なお、本開示は、以下に示す各実施形態に限定されるものではない。また、説明は、以下
の手順で行う。
 　１．本開示の第１の実施の形態
【００１６】
＜１．第１の実施の形態＞
［顕微鏡システムの構成］
　まず、本開示の第１の実施形態に係るバーチャル顕微鏡システムについて説明する。
　図１は本実施形態の顕微鏡システムの概要を示す図である。本実施形態の顕微鏡システ
ムは、各種プレパラート標本を高倍率で撮像して観察するものである。当該顕微鏡システ
ムは、例えば、図１に示すように、デジタル顕微鏡１、情報処理装置２、情報提供装置（
サーバ）３及び画像表示装置４等で構成されている。
【００１７】
　本実施形態の顕微鏡システムにおいて、情報処理装置２と画像表示装置４とは直接接続
されていてもよいが、ネットワーク５を介して接続されていてもよい。また、情報処理装
置２と画像表示装置４は、ネットワーク５を介して情報提供装置３と相互に通信可能に接
続されていてもよい。
　また、情報提供装置３が情報処理装置２を兼ねていてもよく、情報処理装置２が情報提
供装置３を兼ねていてもよい。
　さらに、画像表示装置４が、情報処理装置２及び／又は情報提供装置３を備えてもよい
。各種データを情報提供装置３に記憶することが望ましいので、本実施形態において画像
表示装置４と情報提供装置３とは別々に構成されていることが好適である。
　また、便宜上図１には各装置が１台しか示されていないが、各装置が単数又は複数台備
えられ、それぞれが有機的に接続されていてもよい。例えば、画像表示装置が複数台の場
合には、医療機関等のユーザ同士や、ユーザと患者での画面に表示された画像や情報の共
有が可能となる。
【００１８】
　本実施形態のバーチャル顕微鏡システムは、医療、病理、生物及び材料等の各種分野に
適用可能である。例えば、病理診断に用いる場合には、観察対象物は生体の臓器、組織及
び細胞等であり、プレパラート標本にはそれらの切片が封入されている。そして、例えば
、プレパラート標本が病理標本である場合には、画像表示装置４のユーザ（画像の閲覧者
）は医師等であり、表示された画像に基いて病理診断を行う。
　そして、本実施形態のバーチャル顕微鏡システムにおいて、ユーザ等は癌の症例や癌の
状態等を診断するが、本実施形態は少なくとも本開示の画像表示装置４を備えることが重
要であり、さらに情報提供装置３と協働するのが好適である。
【００１９】
［デジタル顕微鏡１］
　デジタル顕微鏡１は、光源、対物レンズ、撮像素子及びステージ等を備えており、ステ
ージ上に載置されたプレパラート標本に対して所定の照明光を照射し、観察対象物を透過
した光や観察対象物から発せられた光等を撮像する。図２はデジタル顕微鏡１の構成例を
示すブロック図である。図２に示すように本実施形態の顕微鏡システムが備えるデジタル
顕微鏡１には、全体画像撮像部１１と部分画像撮像部１２とが設けられている。
【００２０】
　全体画像撮像部１１は、光源、低倍率の対物レンズ及び低解像度の撮像素子等で構成さ
れており、ステージ上に載置されたプレパラート標本の観察対象領域全体を、低倍率及び
低解像度で撮影する。一方、部分画像撮像部１２は、光源、高倍率の対物レンズ及び高解
像度の撮像素子等で構成されており、ステージ上に載置されたプレパラート標本の観察対
象領域の一部を、高倍率及び高解像度で撮影する。即ち、デジタル顕微鏡１では、低解像
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度の全体画像（サムネイル画像）と、全体画像よりも高解像度の部分画像（スライド画像
）が撮像される。
【００２１】
　また、デジタル顕微鏡１には、全体画像撮像部１１及び部分画像撮像部１２による撮像
処理を制御する撮影装置コントローラ１３や、情報処理装置２と接続するための入出力イ
ンターフェイス部１４等が設けられていてもよい。入出力インターフェイス部１４を設け
ることで、情報処理装置２からの制御コマンドの入力や、情報処理装置２に対する全体画
像撮像部１１及び部分画像撮像部１２で撮像された各画像データの出力が可能となる。
【００２２】
［情報処理装置２］
　図３は情報処理装置２の構成を示すブロック図である。図３に示すように、情報処理装
置２には、デジタル顕微鏡１で撮像された部分画像（スライド画像）を繋ぎあわせる画像
生成部２２が設けられている。また、この情報処理装置２には、撮像制御部２１、画像処
理部２３、ＣＰＵ（Central processing Unit）２４、メモリ２５、ハードディスク２６
及び入出力インターフェイス部２７，２８等が設けられていてもよい。
【００２３】
（画像生成部２２）
　図４は画像生成部２２の構成を示すブロック図である。図４に示すように、画像生成部
２２は、観察対象領域の一部が撮像された複数の部分画像（スライド画像）を繋ぎ合わせ
る画像合成部２２１と、画像合成部２２１で合成された合成画像の繋合情報を生成する繋
合情報生成部２２２とを備えている。
【００２４】
　画像合成部２２１では、デジタル顕微鏡１で撮像された複数の部分画像（スライド画像
）を繋ぎ合わせて、高倍率かつ高解像度の広視野顕微鏡観察画像（合成画像）を合成する
。具体的には、繋合対象の部分画像（スライド画像）についてマッチング処理を行い、そ
の結果に基づいて部分画像（スライド画像）同士の繋ぎ合わせ（スティッチング）処理を
行う。
　さらに、画像合成部２２１は、合成画像（顕微鏡観察画像）等の各種スライド画像デー
タに識別子を付属させ、病理スライド画像に関する情報にすることも可能である。
【００２５】
　一方、繋合情報生成部２２２では、画像合成部２２１で合成された合成画像について、
繋合情報として、例えば各部分画像（スライド画像）の繋合位置に関する情報と、各繋合
位置における繋合位置における繋合信頼性に関する情報を形成する。また、繋合情報には
、異物の有無や異物の位置に関する情報が含まれていてもよい。
　例えば、繋合信頼性情報として、スティッキング処理において生じる隣接する部分画像
（スライド画像）間の相対的なずれ量を取得することもできる。
【００２６】
　そして、画像合成部２２１で合成された合成画像（広視野顕微鏡観察画像）及び繋合情
報生成部２２２で生成された各種繋合情報は、入出力インターフェイス部２８やネットワ
ーク５を介して、サーバ３や画像表示装置４に出力される。
【００２７】
（撮像制御部２１）
　撮像制御部２１は、部分画像（スライド画像）及び全体画像（サムネイル画像）等を撮
像する際のデジタル顕微鏡１の駆動や、画像生成部２２及び画像処理部２３の動作等を制
御することが可能である。
【００２８】
（画像処理部２３）
　画像処理部２３では、観察対象領域全体を撮像した全体画像（サムネイル画像）の解析
、デジタル顕微鏡１で部分画像を撮像する順序（撮像シーケンス）の作成等を行う。ここ
で作成された撮像順序は、撮像制御部２１に出力される。
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【００２９】
（ＣＰＵ２４）
　ＣＰＵ２４は、情報処理装置２に設けられた各部を統括的に制御するものであり、例え
ば前述した画像処理部２３や撮像制御部２１等を統括的に制御するプログラムを実行する
。また、ＣＰＵ２４は情報処理装置２の各部で実行される演算処理を行ったり、画像のエ
ンコードや画像合成部で実行される部分画像のパターンマッチング処理等を行うこともで
きる。
【００３０】
（メモリ２５）
　メモリ２５は、ＣＰＵ２４の作業領域として用いられ、デジタル顕微鏡１で撮像され入
出力インターフェイス部２７から入力された部分画像（スライド画像）や全体画像（サム
ネイル画像）等を一時的に記憶する。
【００３１】
（ハードディスク２６）
　ハードディスク２６には、例えば画像処理部２３等での処理結果（撮像順序等）、画像
合成部で合成された合成画像（広視野顕微鏡観察画像）及び繋合情報生成部で生成された
繋合情報等が記憶されている。
【００３２】
　また、前述した情報処理装置２の各機能を実現するためのコンピュータプログラムを作
成し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である。このようなコンピュータ
プログラムは、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ
等の記憶媒体に格納されていてもよく、また、ネットワークを介して配信することもでき
る。
【００３３】
［情報提供装置（サーバ）３］
　情報提供装置３は、情報処理装置２からアップロードされた各種データを管理し、要求
に応じて画像表示装置４や情報処理装置２に出力する。
　図４は情報提供装置３の構成例を示すブロック図である。図４に示すように、情報提供
装置（サーバ）３は、ネットワーク５を介して情報処理装置２や画像表示装置４と接続さ
れている。さらに、情報提供装置（サーバ）３は、ハードディスク３１、データ応答部３
２、情報保持部３３、ＣＰＵ３４、メモリ３５、入出力インターフェイス部３６，３７等
で構成されている。
【００３４】
　（データ応答部３２）
　データ応答部３２は、情報処理装置２に要求し、情報処理装置２から合成画像に関する
データ等の各種データを送信させることが可能であり、情報処理装置２から受信した各種
データ等を情報保持部３３に記憶させる。
　合成画像に関するデータとして、例えば、合成画像（広視野顕微鏡観察画像）及び繋合
情報、並びに低解像度の全体画像（サムネイル画像）、繋合対象の部分画像（スライド画
像）及び撮像順序情報等の各種データが挙げられる。
　以下、「合成画像（広視野顕微鏡観察画像）」は、「病理スライド画像」、「合成画像
」、「合成画像（観察画像）」ともいう。
　また、「低解像度の全体画像（サムネイル画像）」は、「全体画像（サムネイル画像）
」ともいう。
　また、「繋合対象の部分画像（スライド画像）」は、「部分画像」、「部分画像（スラ
イド画像）」ともいう。
　例えば、データ応答部３２は、情報処理装置２から、病理スライド画像をパケット送信
等のデータ分割で送信させ、受信後データを病理スライド画像に復元してもよい。また、
データ応答部３２は、情報処理装置２から、部分画像及び撮像順序情報を送信させ、受信
後に部分画像を撮像順序情報の撮像順序に基づき病理スライド画像に復元してもよい。
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【００３５】
　また、データ応答部３２は、ユーザ等がスライドＩＤを選択することで、各種データを
記憶している情報保持部３３に要求し、情報保持部３３からスライドＩＤに対応する各種
データを情報処理装置２及び画像表示装置４等に送信させることが可能である。
　例えば、図６に示すように、データ応答部３２は、ユーザ等が診断を行う際にスライド
ＩＤを選択することで、このスライドＩＤに対応する「癌の症例」を後述の情報保持部３
３に要求し、「癌の症例」を特定する。そして、データ応答部３２は、「スライドＩＤ及
び癌の症例」のデータを画像表示装置４に送信する。当該各種データは、合成画像等とし
て表示され（例えば図７参照）、これにより、ユーザがスライドＩＤと症例との確認が容
易となり、作業中の標本の取り間違え等の誤認が低減できる。
　さらに、データ応答部３２は、「癌の症例」が決定することで、予め情報保持部３３に
保持されている、癌の症例に対応する１つ又は複数の「癌の指標リスト」を検索し、特定
する。そして、データ応答部３２は、１つ又は複数の「癌指標リスト」のデータを画像表
示装置４に送信する。「癌指標リスト」が表示され（例えば、図８参照）、これにより、
１つ又は複数の癌の診断に用いる指標を表示できるので、ユーザの癌の診断作業の効率が
向上する。
【００３６】
　（情報保持部３３）
　情報保持部３３は、情報処理装置２から送信された前述した合成画像に関するデータ及
び画像表示装置４で処理されたデータ等の各種データを記憶することが可能である。
　そして、情報保持部３３は、スライド画像データ保持部３３１、スライドＩＤ／症例デ
ータ保持部３３２及び癌指標リスト保持部３３３を備え、それぞれに各種データを記憶し
、保持している。また、情報保持部３３はデータ応答部３２にて制御されており、当該デ
ータ応答部３２は、情報保持部３３で保持する各種データ等の読み書き処理、画像の合成
処理等の制御を行うことが可能である。
【００３７】
（スライド画像データ保持部３３１）
　スライド画像データ保持部３３１には、前述した病理スライド画像に関するデータ及び
これに付属する識別子が記憶されている。なお、スライド画像データ保持部３２１は、記
憶する病理スライド画像に関するデータに識別子を紐付けることも可能である。紐付けに
より、病理スライド画像に関する情報を得ることができる。
【００３８】
（スライドＩＤ／症例データ保持部３３２）
　スライドＩＤ／症例データ保持部３３２には、１つの病理スライド画像に関するデータ
のスライドＩＤと、この病理スライド画像に関するデータに対応する１つ癌の症例データ
とが紐付き状態で記憶されている（例えば、図６参照）。なお、ユーザの選択等によって
１つの病理スライド画像に関するデータに対応して複数の癌症例データが紐付き状態で記
憶されてもよい。
　「スライドＩＤ」は、ユーザ等が入力する任意番号でもよい、また、「スライドＩＤ」
は、スライドＩＤ／症例データ保持部３２２やデータ応答部３２にて、患者番号、検査日
、検査番号、検査項目、標本番号、標本番号の枝番、ユーザ任意番号等から選択して合成
されてもよい。この患者番号等は情報提供装置３に記憶されているのが好ましい。
　また、「癌の症例」は、後述するが、胃がん、肺がん、大腸がん等の癌の症例である。
　「スライドＩＤ」及び／又は「癌の症例」のデータは、スライドＩＤ／症例データ保持
部３２２やデータ応答部３２にて、合成画像データに、「識別子」として紐付けることが
可能である。この紐付き状態でスライドＩＤ／症例データ保持部３３２に記憶されてもよ
い。
　スライドＩＤ等の識別子の「紐付け」は、検体を顕微鏡観察した際や合成画像データを
処理した際等にユーザ等が入力により行なってもよい。また、「識別子」の紐付けは、検
査項目、患者番号、検査日及び検査番号、標本番号、標本番号の枝番から選ばれた１又は
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２以上のものに対応してデータ応答部３２にて行われてもよい。紐付けにより、病理スラ
イド画像に関する情報を得ることができる。
　一例として、データ応答部３２が、合成画像に関するデータ等が記憶されている情報処
理装置２に、合成画像に関するデータ等を要求し、これに対応する検査項目及び検査番号
等を情報保持部３３に要求する。そして、データ応答部３２は、病理スライド画像データ
－「スライド０１－胃がん」等と、病理スライド画像データに識別子が付属されるように
合成する。これにより、病理スライド画像に関する情報を得ることができる。そして、こ
のデータ（情報）が情報保持部３３に保持される。
　なお、病理スライド画像データを情報提供装置３で保持していないときには、「スライ
ド０１－胃癌」等の識別子が選択されることで、データ応答部３２は病理スライド画像デ
ータのある装置（例えば情報処理装置２）に要求することも可能である。そして、データ
応答部３２は、病理スライド画像データを画面表示装置４に送信させ、表示部４１で表示
させることも可能である。
【００３９】
（癌指標リスト保持部３３３）
　癌指標リスト保持部３３３には、癌を診断する際に指標とする種々のリストである癌指
標リストが記憶されている。
　本開示で診断する癌は、特に限定されない。例えば、脳腫瘍、乳がん、子宮頚癌、卵巣
癌、食道癌、胃癌、大腸癌、肛門癌、肝癌、膵臓癌、喉頭癌、口腔癌、舌癌、甲状腺癌、
腎臓癌、肺癌、骨肉腫、前立腺癌、精巣腫瘍、腎細胞癌、膀胱癌、横紋筋肉腫、皮膚癌、
白血病等が挙げられる。
　この中には、ウイルスや細菌感染が癌に関与することが知られているため、病因微生物
の検査も癌の診断（検診）では重要になっている。例えば、子宮頸部扁平上皮癌ではヒト
パピローマウイルス１６型、１８型；成人Ｔ細胞白血病では、ヒトＴリンパ球好性ウイル
ス；肝細胞癌ではＢ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）；Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）；胃癌では
ヘリコバクター・ピロリ等が挙げられる。
　一般的に癌の診断で利用されている指標として、国際的にはＵＩＣＣ（International 
Union Against Cancer）のＴＮＭ分類が用いられる。また、日本では、学会や厚生労働省
等が取りまとめた「胃癌取扱い規約による病期分類」「大腸癌取り扱い規約」等に基づく
病期分類が広く使用されている。
　そして、一般に癌の診断を行う際に、部位、検体の大きさ、肉眼分類、病変の大きさ、
組織型、深達度、リンパ管侵襲、静脈侵襲、水平断端(距離)、垂直断端(距離)等の確認が
行われる。
【００４０】
　本開示の「癌指標リスト」とは、上述の如き、一般的に癌の診断で利用されているもの
を、癌の症例ごとに病期分類をリスト化したものである。
　そして、本開示の癌指標リストは、癌侵襲距離、癌深達度、癌染色、核／細胞質比、病
因微生物、癌ステージ分類等が各癌の症例ごとに作成されている。これにより、ユーザ（
医師等）等は、本開示の癌指標リストを基準として、癌の状態を診断することが可能であ
る。
　なお、「癌染色」とは、癌組織を染色させることであり、免疫組織化学的染色及びルゴ
ール染等の染色剤による染色等が挙げられる。
　このような各癌の症例の１つ又は複数の病期分類のデータを本開示の「癌指標リスト」
とし、癌指標リスト保持部３３３に、記憶し保持する。この「癌指標リスト」は、予め入
力し保持しておくことも可能である。また、「癌指標リスト」を選択した場合に、「癌の
症例」及び「癌指標リスト」に基づき、ネットワークを介して学会等のホームページ等か
ら「癌指標リスト」に関するデータを取得することも可能である。
　具体的な「癌指標リスト」として、例えば、癌侵襲距離データ、癌侵襲面積データ、癌
深達度データ、癌染色データ、核／細胞質比データ、癌原因微生物数データ、癌ステージ
分類データ等が挙げられる。この中から選ばれる１種又は２種以上を使用してもよい。こ



(11) JP 2014-66788 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

れらは、主として、長さ及び／又は色を基準にして癌の診断を行うものである。
【００４１】
　そして、１つの癌の症例ごとに、１つ又は複数の「癌指標リスト」が紐付きで設けられ
ている。例えば、図７を参照すると、１つの癌の症例である「胃癌」に、１つの癌指標リ
ストである癌侵襲距離リストの「５ｍｍ、１０ｍｍ、１５ｍｍ」が表示されている。
【００４２】
　これにより、合成画像データに識別子として付属している「スライドＩＤ」又は「癌の
症例」を選択することで、この癌の症例に対応した１つ又は複数の癌指標リストが表示部
４１に表示される。
　なお、１つの癌の症例に対応する指標リストが複数存在する場合、表示される指標リス
トの順番は、ユーザ等が予め設定することも可能である。また表示される指標リストの順
序は、検査項目に対応する癌指標リストが優先的に表示されるように設定されていてもよ
い。
　例えば、癌細胞染色が検査項目であった場合には、癌指標リストとして癌染色データが
自動的にアップされる。また、癌の侵襲を観るための検査項目であった場合には、癌侵襲
距離データ、癌侵襲面積データ、癌深達度データが自動的にアップされる。
　また、病因微生物を観るための検査項目であった場合には、癌原因微生物数データがア
ップされる。また、癌細胞を顕微鏡観察する検査項目であった場合には、細胞の核の容積
を細胞質容積で割った値の核／細胞比データが自動的にアップする。
　さらに、癌ステージ分類は通常診断結果として分類されるため、癌ステージ分類データ
は随時アップされてもよく、ユーザが容易に選択できるような記号にして設けられていて
もよい。
【００４３】
（ＣＰＵ３４）
　ＣＰＵ３４は、情報提供装置３に設けられた各部を統括的に制御するものであり、例え
ば前述したデータ応答部３２や情報保持部３３等を統括的に制御するプログラムを実行す
る。また、ＣＰＵ３４は情報提供装置３の各部で実行される演算処理を行ったり、画像の
エンコードや画像合成部で実行される部分画像のパターンマッチング処理等を行うことも
できる。
【００４４】
（メモリ３５）
　メモリ３５は、ＣＰＵ３４の作業領域として用いられ、外部から送信されるデータを入
出力インターフェイス部３６，３７から入力された部分画像（スライド画像）や全体画像
（サムネイル画像）、スライドＩＤ、癌の症例、癌指標リスト等を一時的に記憶する。
【００４５】
（ハードディスク３１）
　ハードディスク３１には、例えばデータ応答部３２等での処理結果等が記憶されている
。
【００４６】
　また、前述した情報提供装置３の各機能を実現するためのコンピュータプログラムを作
成し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である。このようなコンピュータ
プログラムは、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ
等の記憶媒体に格納されていてもよく、また、ネットワークを介して配信することもでき
る。
【００４７】
　なお、前述した情報提供装置３は、後述する画像表示装置４内に、情報提供部として含
むことも可能である。
【００４８】
［画像表示装置４］
　図５は、画像表示装置４の構成例を示すブロック図である。図５に示すように、画像表
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示装置４は、ネットワークを介して情報処理装置２及び／又は情報提供装置（サーバ）３
と接続されている。画像表示装置４は、表示部４１、表示制御部４２、ＣＰＵ４３、メモ
リ４４、ハードディスク４５、入出力インターフェイス部４６等で構成されている。
　なお、画像表示装置４に情報（文字等）を入力したり、ポイント・アンド・クリックを
行う際に、キーボード、ポインティングデバイス（マウス、トラックボール、タッチパッ
ド等）等の入力部（図示せず）から行うことが可能である。また、タッチパネル形式の表
示部４１がタッチパネル形式の場合には、画面上で行うことも可能である。
【００４９】
（表示部４１）
　表示部４１は、デジタル顕微鏡における診断の作業を行うための情報を表示するもので
あり、当該情報が閲覧可能なものである。当該表示される情報として、例えば、合成画像
等の検体画像、スライドＩＤ、癌指標リスト、病理指標カーソル等が挙げられる。また、
表示情報として、病理スライド画像（検体画像）、スライドＩＤ、癌指標リストを適宜組
み合わせて表示してもよく、例えば図７及び８に示すように、「スライドＩＤ－癌の症例
」のリスト、「癌の症例－癌指標リスト」のリスト等であってもよい。
　また、例えば、表示部４１には、図９及び１０に示すように、癌の診断の作業を行う際
には、表示部４１には、病理スライド画像、前記カーソルを選択するための癌指標リスト
等が表示される。そして、前記カーソルを選択するための癌指標リストの１つを選択する
ことで、マウスポインターが病理指標カーソル（例えばルーラ形式、印形式等）に変化し
、表示されている。ルーラ形式の場合には、癌指標リストの中で選択したものに対応して
ルーラの長さや大きさ、向き等が変更されてもよい。また、印形式の場合には、癌指標リ
ストの中で選択したものに対応して印が点滅、色変化、説明枠として機能することも可能
である。
　また、前記カーソルを選択するための癌指標リストの１つを選択することで、マウスポ
インターは変化せず、新たな病理指標カーソルが表示されてもよく、この場合には複数の
ポインティングデバイスやタッチ操作で対応することも可能である。
【００５０】
（表示制御部４２）
　表示制御部４２は、情報アクセス処理部４２１及び表示合成部４２２が備えられており
、これらを統括的に制御するものである。
　情報アクセス処理部４２１は、病理スライド画像データに関する情報（病理スライド画
像に関するデータに付属する識別子等）に基づいて、データ応答部３２及び情報保持部３
３を有する情報提供装置（サーバ）３に要求し、必要な各種データを取得する。このとき
、情報アクセス処理部４２１が要求した癌症例データ、その癌指標リストデータ、病理ス
ライド画像（合成画像）に関するデータが情報提供装置３から送信される。
　この送信された癌症例データ及びその癌指標リストデータ等の各種データを、表示制御
部４２の表示合成部４２２が処理し、処理された画像（病理スライド画像、癌指標リスト
、病理指標カーソル等）や文字情報等を表示部４１に表示する。
【００５１】
（情報アクセス処理部４２１）
　情報アクセス処理部４２１は、合成画像に関するデータ、癌指標リストデータ、スライ
ドＩＤデータ等の各種データを、情報提供装置３から画像表示装置４に送信するように要
求する。そして、情報アクセス処理部４２１は、取得した各種データを、必要に応じて画
像表示装置４のＨＤＤ４５やメモリ４４等に保持させてもよい。また、情報アクセス処理
部４２１は、当該取得した各種データのデコード（復元）等の処理を行なってもよい。
【００５２】
　さらに、情報アクセス処理部４２１は、合成画像に関するデータ選択／癌指標リストデ
ータ取得部及び合成画像に関するデータ要求／デコード部（図示せず）を備えてもよい。
これを備えることで、より作業効率が向上する。
　なお、以下、合成画像に関するデータ選択／癌指標リストデータ取得部を「データ選択
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／取得部」ともいう。また、合成画像に関するデータ要求／デコード部を、「要求／デコ
ード部」ともいう。
【００５３】
［合成画像に関するデータ選択／癌指標リストデータ取得部］
　データ選択／取得部は、図１１～１３に示すように、ユーザ等が表示部４１に表示され
ている合成画像に関するデータを選択すると対応するスライドＩＤが決定される。この決
定により、病理スライド画像に関する情報（スライドＩＤ等の識別子）に基づき癌症例を
情報提供装置３に検索させる。さらに、データ選択／取得部は、情報提供装置３が病理ス
ライド画像に関する情報（癌症例等の識別子）に基づきそれに対応する１つ又は複数の癌
症例リストを検索した結果を送信するように要求する。データ選択／取得部の要求によっ
て、画像表示装置４は、病理スライド画像に関する情報（識別子）に基づき、スライドＩ
Ｄデータ、癌症例データ、癌症例に対応する１つ又は複数の癌症例リストのデータを取得
する。さらに、データ選択／取得部は、これら取得したデータをＨＤＤ４５等に保持させ
ることも可能である。
　これら取得したデータは、表示制御部４２によって「スライドＩＤ－癌の症例」のリス
ト、「癌の症例－癌指標リスト」のリスト、「癌の指標リスト」等の必要な情報に合成さ
れる。これにより、「スライドＩＤ－癌の症例リスト」、「癌の症例－癌指標スト」、「
癌の指標リスト」等の合成された画像や文字情報等が表示部４１に表示される。
　また、データ選択／取得部は、ユーザ等が合成画像に関するデータではなく、識別子（
例えばスライドＩＤや癌症例等）を選択した場合には、この識別子に基づき情報提供装置
３から各種データを要求し、取得することが可能である。
【００５４】
［スライド画像データ要求／デコード部］
　要求／デコード部は、図１２に示すように、ユーザ等が表示部４１に表示されている全
体画像（サムネイル画像）等を選択する。全体画像（サムネイル画像）等を選択すると当
該スライドＩＤが決定され、要求／デコード部は、スライドＩＤを情報提供装置３に送信
し、必要な合成画像に関するデータ等の各種データを取得し、取得したデータを必要に応
じてデコード（復元）する。要求／デコード部は、病理スライド画像データを情報提供装
置３から取得し、病理スライド画像データの復元をし、その復元した画像は後述する表示
合成部に送信することが可能である。そして、これらデータは表示合成部にて病理スライ
ド画像（合成画像）に合成される。
　また、「全体画像（サムネイル画像）－スライドＩＤ」のリスト又はスライドＩＤのリ
ストにおいて、スライドＩＤをユーザ等が選択する。これによっても、要求／デコード部
は、画像に関する各種データを情報提供装置３がら取得し、デコードすることが可能であ
る。
【００５５】
（表示合成部４２２）
　表示合成部４２２は、ユーザ等が選択したスライドＩＤ又は合成画像データ等の病理ス
ライド画像に関する情報に基づいて、情報提供装置３に要求し、情報提供装置３から必要
な各種データを取得する。このとき、病理スライド画像に関する情報における各種データ
は情報アクセス処理部４２１にて、癌症例リスト、合成画像、癌指標リスト等に合成され
、表示合成部４２２に送信される。なお、スライドＩＤ及び癌症例等が、病理スライド画
像データに付属する識別子として機能してもよい。
　そして、表示合成部４２２は、病理スライド画像（合成画像）、病理指標カーソルを選
択するための癌指標リストを表示部４１にて表示する。
　さらに、表示合成部４２２は、癌指標リストから癌指標の１つを選択した場合、その癌
指標リストに対応する病理指標カーソルを合成する。
　なお、表示合成部４２２は、病理指標カーソルの大きさを決定する場合には、情報提供
部３等から取得したスライドの合成画像又は全体画像の大きさに基づき行うことが可能で
ある。この画像に対応する病理指標カーソルの伸縮は、予め、メモリ、記憶部等に保持さ
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れていてもよい。
【００５６】
　具体的には、癌侵襲距離データ、癌侵襲面積データ、癌深達度データ等のような距離や
面積等で判断するようなものがユーザ等によって選択された場合には、距離や面積を計測
可能なルーラ形式かつ合成画像等の大きさに対応する病理指標カーソルが決定される。そ
して、表示合成部４２２にてルーラ形式の病理指標カーソルが合成され、表示部４１に表
示される。ルーラ形式病理指標カーソルの形状は、特に限定されず、例えば三角形状、長
方形状、正方形状、楕円形状、円形状等が挙げられる。ルーラ形式の病理指標カーソルは
、目盛を有するものが、診断作業の効率向上のため、好適である。
　また、癌染色データ、核／細胞比データ、癌原因微生物数データ等の個数及び割合等の
数値で判断するようなものがユーザ等によって選択された場合には、その数値が判断でき
、かつ合成画像等の大きさに対応する印形式の病理指標カーソルが決定される。そして、
表示合成部４２２にて印形式の病理指標カーソルが合成され、表示部４１に表示される。
印の形状は、特に限定されない。例えば、前記数値の判断が容易なように点滅及び／又は
色変更するものでもよく、また個数の総計番号や割合の程度を近傍に付してもよい。また
、矢印として及び／又は文字情報を表示するための枠として表示されていてもよい。
　また、癌ステージ分類データで判断する場合には、ステージ分類を判断するための図や
数値が表示されてもよく、また、前述した癌侵襲距離データ、癌侵襲面積データ、癌深達
度データ、癌染色データ、核／細胞比データ、癌原因微生物数データ等から導き出すこと
も可能である。
【００５７】
　さらに、表示合成部４２２は、癌指標リストにおいてルーラ形式の病理指標カーソルに
なる癌指標が選択され、さらに病期状態が選択された場合には、その大きさに対応するよ
うに病理指標カーソルの大きさが決定され、病理指標カーソルが合成される。
　また、表示合成部４２２は、癌指標リストにおいて印形式の病理指標カーソルになる癌
指標が選択された場合には、その合成画像の大きさに対応するように病理指標カーソルの
大きさが決定され、病理指標カーソルが合成される。
【００５８】
　また、表示合成部４２２は、ユーザ等が表示されている合成画像の表示倍率を変更した
場合に、その病理スライド画像の表示倍率に応じて病理指標カーソルの大きさが変更する
ことが可能である。これにより、癌の診断作業が向上し、また誤認も低減できる。
　また、表示合成部４２２は、病理指標カーソルが回転及び／又は移動可能であるように
設定し、表示部４１に表示することも可能である。これにより、確認したい癌部分の形状
に応じてカーソルの向きを適宜選択することが可能となり、診断の作業効率が向上する。
　また、表示合成部４２２は、表示された病理指標カーソルが、癌の病期分類に応じて点
滅及び／又は色変更するように設定することも可能である。これにより、例えば数や大き
さが所定（閾値）以上になった場合に、病理指標カーソルが点滅や色変更することで、ど
の程度の病期分類に達しているかを理解しやすく、診断の作業効率が向上する。
【００５９】
　次に、本実施形態の顕微鏡システムを用いて、癌の診断作業が行えるように表示する画
像処理方法について説明する。特に、画像表示装置４による画像表示処理における基本的
な動作について説明する。
　［動作１］
　ユーザが合成画像に関するデータのスライドＩＤを画像表示装置４にて選択すると、表
示制御部４２は、病理スライド画像に関する情報（例えば、紐付きのスライドＩＤ等）に
基づき、１つ又は複数の癌症例リストを取得する。
　また、ユーザが病理スライド画像に関する情報（例えばスライドＩＤ等）を画像表示装
置４にて選択すると、表示制御部４２は、当該病理画像に関する情報（例えば、スライド
ＩＤ等）に基づき、病理スライド画像（合成画像）に関するデータを取得する。このとき
、標本の大きさ、合成画像の大きさ等のデータも含まれる。
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　そして、表示制御部４２は、取得し、合成した病理スライド画像（合成画像）及び１つ
又は複数の症例リストを表示するように制御する。症例リストの病期分類の何れか１つを
ユーザが選択することで、病理指標カーソルが合成され、表示される。このとき病理指標
カーソルの大きさは、標本の大きさ及び病理スライド画像（合成画像）の大きさを考慮し
て決定される。例えば、ルーラ形式の病理指標カーソルの場合には、現在選択した癌侵襲
距離等の長さを、標本の大きさ及び合成画像の大きさを考慮して計算し、カーソルの大き
さとして合成し、表示される。
　また、表示制御部４２が、症例リストの病期分類の何れかを又は分類のうち一番低いも
のを自動的に選択し、それに対応した病理指標カーソルが合成され、表示されてもよい。
　病期分類の選択とは、例えば、癌侵襲距離での診断の場合には、図９の「癌指標リスト
」で距離別に表示されている数値の何れかを選択することになる。
　ユーザ等は表示された病理指標カーソルを移動させること及び回転させること等を行う
ことが本開示の病理指標カーソルでは可能であるので（図９の病理指標カーソル参照）、
癌の診断作業が容易に行うことができる。
　また、病理指標カーソルは複数別々の箇所にも設けることも可能であり、ユーザが使用
する際に適宜クリック等で選択することで個々の病理指標カーソルを使用することが可能
である。
　また、ユーザ等が表示部４１に表示されている全体画像（サムネイル画像）を選択し、
これに付属している識別子から上述のようなフローで、癌の診断作業を行うことも可能で
ある。
【００６０】
　従来のシステムであれば、画像表示装置で閲覧している標本番号をユーザがＬＩＳ（La
boratory Information System）等で参照する。ユーザが、ＬＩＳの情報をもとに、合成
画像の症例がどのようなものであるかを確認する。さらに、ユーザが、合成画像で異変が
ある組織と異変のない組織を確認する。ユーザがカーソルを操作して、異変のある組織の
距離を２点指定し、その距離を計測する。ユーザが計測した値を元に、どの癌の病期分類
に当てはまるかを、ユーザが診断基準の資料等を検索して判断し、最終的に癌の診断を行
う。２点指定はユーザにとっては煩雑であり、しかも合成画像のデータ容量は大きいため
、装置の処理能力に負担をかけ、処理速度も低下しやすい。このような状況下で、ユーザ
の癌の診断の作業効率は低下しているのが実状である。
　また、複数の検査項目がある場合には、それぞれの判断基準を確認しながら行う必要が
あるため、検索項目を１つ１つ順次に診断を行うため、診断の作業効率が良くない。
【００６１】
　しかしながら、本開示によれば、識別子を用いることで、画像表示装置４の装置自体の
作業負担を軽減させて、必要な判断基準となる１つ又は複数の癌症例リスト及び選択した
病理指標カーソルを表示部に表示させることが可能となる。
　また、識別子を用いることで、ユーザは診断の際に、煩雑な判断基準の資料の検索を行
わなくとも癌指示リストが表示されているので、このなかから好適と思われる病理指標カ
ーソルを選択することも可能である。
　さらに、選択された病理指標カーソルは、検査項目に対応してルーラ形式や印式等で用
いることが可能である。
　これにより、ユーザの負担を軽減でき、癌の診断の作業効率を向上させることが可能と
なる。
　また、サーバ３等を利用すれば、画像表示装置４における画像処理の負担が少なくなる
ため、画像表示装置４で癌症例リストを複数表示して、複数の検査項目による癌の診断を
行っても、ユーザがスムーズに作業を行うことも可能である。これにより、ユーザ等の癌
の病期分類の診断の作業効率が向上する。
【００６２】
　以下に、さらに具体的な本実施形態の動作について説明する。
［動作１ａ］



(16) JP 2014-66788 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

　情報提供装置３に、病理スライド画像（合成画像）に関するデータ、癌症例データ、癌
指標リストデータを保持する。具体的には、情報提供装置３のデータ応答部３２にて、病
理スライド画像（合成画像）に関するデータと癌の症例とを紐付け、そのデータを情報保
持部３３で保持する。また、癌の症例と１つ又は複数の癌症例リストとを紐付けて、その
データを情報保持部３３で保持する。
　ユーザ等は、画像表示装置４にて、閲覧している画像（病理スライド画像（合成画像）
、全体画像（サムネイル画像）等）又はそのスライドＩＤを選択する。このとき、病理ス
ライド画像（合成画像）データにスライドＩＤが識別子として付属している。
　画像表示装置４の表示制御部４２は、病理スライド画像に関する情報であるスライドＩ
Ｄを元に、情報提供装置３のデータ応答部３２に問い合わせる。当該データ応答部３２は
、スライドＩＤに対応する癌の症例、癌の症例に対応する１つ又は複数の症例リスト、さ
らにスライドＩＤに対応する合成画像に関するデータを情報保持部３３内で検索し、見つ
け出す。なお、見つけ出せない場合には、データ応答部３２は、「検索不可」や「別の記
憶装置を検索するか」と表示させ、一旦終了する。
　見つけ出された画像表示に必要な各種データは、データ応答部３２にて、画像表示装置
４に送信される。送信された各種データは、表示制御部４２にある情報アクセス処理部４
２１にて、癌症例リストのデータ、病理スライド画像（合成画像）のデータ等に復元され
る。そして、これら復元された各種データを表示合成部４２２は、合成画像及び癌症例リ
ストとして合成し、表示部４１に表示する。なお、表示合成部４２２は、対象となる標本
の大きさに関するデータについて取得して、合成画像及び癌指標に適した病理指標カーソ
ルの大きさを予め決定する。
　さらに癌症例リストにある病期分類をユーザ等がクリック等にて選択することで、その
クリックした部分に対応する病理指標カーソルが選択され、表示される（例えば図９及び
１０参照）。
　ユーザが、ルーラ形式の病理指標カーソルを選択した場合には、この病理指標カーソル
を、移動、回転等を行なって、ユーザは癌の診断作業を行う。
　ユーザが印形式の病理指標カーソルを選択した場合には、癌指標リストに表示されてい
る所定の数値範囲に該当すると印形式の病理指標カーソルが点滅、色変更したりする。こ
れによってユーザは癌の診断作業を行う。なお、ユーザが画面上で、削除又は追加するこ
と、また点滅の有／無の選択や色を変更することも可能である。
　また、ユーザが合成画像の倍率を変更した場合には、その変更倍率に対応して病理指標
カーソルの大きさも変更となる。
【００６３】
　［動作１ｂ］
　動作１ａのとおり、各種データは情報提供装置３にて保持されている。また、動作１ａ
と同じ動作については省略する。
　画像表示装置４は、スライドＩＤ－癌症例、癌症例－１つ又は複数の癌症例リストとな
る識別子に関するデータをＨＤＤ４５等に保持している。
　画像表示装置４にてユーザが、スライドＩＤを選択すると、表示制御部４２は、そのス
ライドＩＤに対応する合成画像に関するデータ及び１つ又は複数の癌症例リストのデータ
を情報提供装置３のデータ応答部３２に要求する。
　データ応答部３２は、情報提供装置３の情報保持部３３から要求された各種データを検
索し、その各種データを画像表示装置４に送信する。各種データは、表示制御部４２にて
、合成画像及び癌症例リストへ処理されて、表示部４１に表示される。ユーザが癌症例リ
ストの病期状態から病理指標カーソルを選択することで、癌の診断作業を行う。
【００６４】
　［動作１ｃ］
　情報処理装置２にて、全体画像及び部分画像の撮像を行い、合成画像が合成されてもよ
い。この場合には、これら合成画像に関するデータは、情報処理装置２から、情報提供装
置３に送信され、これらデータは、情報保持部３３に保持される。
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　以後の動作は、動作１ａ、１ｂの何れでもよい。
【００６５】
　［動作１ｄ］
　情報提供装置３は、情報処理装置２の画像生成部２２及び画像処理部２３と同じ性能の
画像生成部及び画像処理部を備える。
　そして、情報処理装置２にて、撮像が行われ、これら合成画像に関するデータが情報提
供装置３に送信される。情報提供装置３の画像生成部及び画像処理部にて合成画像等に合
成された合成画像に関するデータは、情報保持部３３にて保持される。
　以後の動作は、動作１ａ、１ｂの何れでもよい。
【００６６】
　以下に、さらに詳細な動作を説明するが、本技術はこれに限定されるものではない。
【００６７】
　癌の標本を確認する場合、癌侵襲距離や癌深達度がどの病期状態のラインを超えるかど
うかが重要になってくる。例えば、胃癌の場合には、癌の侵襲が５ｍｍを超えるかどうか
が重要な判断ポインとなってくる。しかしながら、従来のシステムでは、上述のとおり、
困難である。
【００６８】
　サーバで、病理スライド画像に関するデータとこれに対応する症例（識別子）とを紐付
けて保持する。また、この症例と、この症例に対応する距離のリスト（識別子）をサーバ
３に保持する。
　ビューワで閲覧しているスライド画像（サムネイル画像、合成画像等）のスライドＩＤ
を識別子として元に、サーバに問い合わせ、サーバはそのスライド画像に対応する重要な
距離のリストをビューワに送信する。
　ビューワでは、選択した距離のリストから、選択した病理指標カーソルが表示部に表示
される。
【００６９】
　また、サーバの動作について説明する。
　ビューワにより、スライドＩＤを指定して要求がくる。データ応答部は、当該スライド
ＩＤを元に、情報保持部のスライドＩＤ／症例データ保持部に問い合わせる。当該症例デ
ータ保持部は、それに対応する症例を見出し、さらに、情報保持部は、その症例を元に癌
指標リストを保持する癌指標リスト保持部に、それに対応する癌指標リストを問い合わせ
る。当該癌指標リスト保持部は、それに対応する癌指標リストを見出し、さらに、ビュー
ワ４にそれらの結果の各種データを返信する。
【００７０】
　なお、上述のように、データ応答部は、病理スライド画像に関するデータ→症例、症例
→癌侵襲距離リストのリレーションでデータを処理し、情報保持部にて保持してもよい。
また、病理スライド画像に関するデータ→癌侵襲距離リストのように処理し、保持しても
よい。その場合には、データ応答部は、癌指標リスト保持部に、スライドＩＤから癌侵襲
距離リストを問い合わせ、この癌侵襲距離リストを見出す。さらにデータ応答部は、ビュ
ーワ４にそれらの結果の各種データを返信する。
【００７１】
　ビューワの動作について説明する。
　情報アクセス処理部のデータ選択／取得部は、病理スライド画像に関するデータを取得
したら、当該スライドＩＤの癌侵襲距離リストを取得し、取得した距離情報リストを、保
持する。
　また、情報アクセス処理部の要求／デコード部は、病理スライド画像に関するデータを
取得したら、当該スライドＩＤをサーバに送信し、病理スライド画像に関するデータの各
種データを取得する。そののち、スライドのデータをデコードし、デコードした画像に関
するデータを保持する。
　そして、表示合成部は、データ選択／取得部から、距離のリストと現在選択している距
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離を取得する。また表示合成部は、要求／デコード部から、デコードした画像データを取
得する。そして、表示合成部は、デコードした画像データと、距離のリスト、及び現在選
択している距離を病理指標カーソルの大きさとして合成し、表示する。
　ユーザは、病理指標カーソルを用いて、癌の診断作業を行う。
【００７２】
　図１２に、本開示の全体のシーケンスの一例を示す。
　ユーザにより、スライド０１が選択された。まず、ビューワ４はスライド０１の距離情
報を取得する。サーバ３は５ｍｍ、１０ｍｍ、１５ｍｍの距離リストを返信する。
　次に、ビューワ４は、選択したスライド０１の病理スライド画像に関するデータの要求
を行う。サーバ３は、これに対応する合成画像に関するデータを返信する。
　ビューワ４は、返信された合成画像に関するデータをデコード（復元）し、記憶部にて
保持する。
　ユーザにより癌侵襲距離リストのうち５ｍｍが選択された。ビューワ４は病理指標カー
ソルを５ｍｍの大きさに表示する。
　このシーケンスは例であって、例えば、距離情報とデータの取得の順番はどちらが先で
もよい。
【００７３】
　本技術は以下の構成を採用することも可能である。
〔１〕　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表示
する表示合成部を有する表示制御部を備える画面表示装置。
〔２〕　前記表示合成部が、病理スライド画像の表示倍率に応じて病理指標カーソルの大
きさを変更する前記〔１〕記載の画像表示装置。
〔３〕　前記表示合成部は、癌の病期分類に応じて病理指標カーソルを点滅及び／又は色
変更する前記〔１〕又は〔２〕記載の画像表示装置。
〔４〕　前記表示合成部は、回転及び／又は移動可能な病理指標カーソルを表示する前記
〔１〕～〔３〕の何れか１項記載の画像表示装置。
〔５〕　前記表示合成部は、病理スライド画像、前記病理指標カーソルを選択するための
癌指標リストを表示する前記〔１〕～〔４〕の何れか１項記載の画像表示装置。
〔６〕　前記癌指標リストが、癌侵襲距離データ、癌侵襲面積データ、癌深達度データ、
癌染色データ、核／細胞質比データ、癌原因微生物数データ、癌ステージ分類データから
選ばれる１種又は２種以上のものである前記〔５〕記載の画像表示装置。
〔７〕　さらに、前記病理スライドに関する情報に基いて、それに対応する癌症例データ
及びその癌指標リストデータを取得するデータ応答部を有する情報提供装置から送信され
た、病理スライド画像に関するデータ、癌症例データ及び癌指標リストデータを前記表示
制御部が処理し、病理スライド画像及び癌指標リストを表示する前記〔１〕～〔６〕の何
れか１項記載の画像表示装置。
〔８〕　前記情報提供装置は、さらに、病理スライド画像に関するデータ、これに対応す
る癌症例データ及び癌指標リストデータを保持する情報保持部を備え、前記データ応答部
は、病理スライド画像に関する情報を元に、前記情報保持部から、当該病理スライド画像
に関するデータ、その癌症例データ及び癌指標リストデータを取得し、前記表示制御部に
送信する前記〔７〕記載の画像表示装置。
【００７４】
〔９〕　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表示
する表示合成部を有する画像表示制御部を備える画面表示システム。
〔１０〕　さらに、病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例データ及びその癌指
標リストデータを取得するデータ応答部を有する情報提供装置を備える前記〔９〕記載の
画像表示システム。
〔１１〕　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表
示する表示合成部を有する画像表示装置を備える画面表示システムを有する顕微鏡システ
ム。
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〔１２〕　さらに、病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例データ及びその癌指
標リストデータを取得し、前記画像表示装置に送信するデータ応答部を有する情報提供装
置を備える画像表示システムを有する前記〔１１〕記載の顕微鏡システム。
【００７５】
〔１３〕　病理スライド画像に関する情報に基いて、病理指標カーソルを単数又は複数表
示する画像処理方法。
〔１４〕　病理スライド画像に関する情報に基いて、癌症例データ及びその癌指標リスト
データを取得すること、
　当該癌症例データ及びその癌指標リストデータに基づき、病理スライド画像、前記病理
指標カーソルを選択するための癌指標リストを表示することを有する前記〔１３〕記載の
画像処理方法。
〔１５〕　前記癌指標リストから選択された病理指標カーソルを単数又は複数表示する前
記〔１４〕記載の画像処理方法。
〔１６〕　前記病理スライド画像に関する情報を元に、当該病理スライド画像に関するデ
ータに対応する癌症例データ及びその癌指標リストデータを取得する前記〔１４〕記載の
画像処理方法。
【００７６】
〔１７〕　病理スライド画像に関する情報に基いて、これに対応する癌症例データ及びそ
の癌指標リストデータを取得し、送信する情報提供機能と、前記癌指標リストデータに基
づき、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標リストを表示する画像表示機能と、
を画像表示装置に実行させるプログラム。
〔１８〕
　病理スライド画像に関するデータ、これに対応する癌症例データ及びその癌指標リスト
データを保持し、病理スライド画像に関する情報に基いて、これに対応する癌症例データ
及びその癌指標リストデータを取得し、送信する情報提供機能と、
　前記癌指標リストデータに基づき、前記病理指標カーソルを選択するための癌指標リス
トを表示し、さらに当該癌指標リストから選択された病理指標カーソルを単数又は複数表
示する画像表示機能と、を画像表示装置に実行させるプログラム。
【符号の説明】
【００７７】
　１　デジタル顕微鏡；２　情報処理装置；３　サーバ；４　画像表示装置；５　ネット
ワーク
　２１　撮像制御部；２２　画像生成部；２３　画像処理部；２４　ＣＰＵ；２５　メモ
リ；２６　ハードディスク；２７、２８　インターフェース；２２１　画像合成部；２２
２　繋合情報生成部
　３１　ハードディスク；３２　データ応答部；情報保持部３３；スライド画像データ保
持部；３４　ＣＰＵ；３５　メモリ；３６、３７　インターフェース；３３１；スライド
ＩＤ／症例データ保持部３３２；癌指標リスト保持部３３３
　４１　表示部；４２　表示制御部；４３　ＣＰＵ；４４　メモリ；４５　ハードディス
ク；４６　インターフェース；情報アクセス処理部４２１；表示合成部４２２
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